
JP 6729552 B2 2020.7.22

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　合成樹脂製の繊維によって円筒状に編組みされ、縮径した状態から拡径した状態に変形
可能なステント本体と、
　前記ステント本体の端部において、複数本の前記繊維が前記ステント本体の軸方向外側
に向かって延出する延出部と、
　前記延出部の基端側において、複数本の前記繊維が屈曲して形成された複数の屈曲部と
、
　前記延出部の先端側において、それぞれ２本の前記繊維の端部が繋がれて形成された複
数のループ部と、を備え、
　前記ループ部において繋がれた２本の前記繊維は、前記延出部の基端側において屈曲す
ることにより前記屈曲部を形成し、
　前記ループ部において繋がれた２本の前記繊維は、前記屈曲部から前記ループ部にかけ
てのいずれかの箇所において交差することにより第１交差部分を形成し、
　前記ループ部において繋がれた２本の前記繊維のそれぞれは、前記延出部の基端側にお
いて、隣接する前記ループ部を形成する前記繊維と交差することにより第２交差部分を形
成し、
　前記屈曲部は、前記第１交差部分と前記第２交差部分との間に形成される合成樹脂ステ
ント。
【請求項２】
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　前記延出部の長さＬ及び拡径した状態における前記ステント本体の直径Ｒは、０．２Ｒ
≦Ｌ≦２Ｒの関係を満たす請求項１記載の合成樹脂ステント。
【請求項３】
　拡径した状態において、前記ループ部における径は、前記ステント本体における径より
も大きい請求項１又は２記載の合成樹脂ステント。
【請求項４】
　前記延出部を補強する延出部補強部材を更に備える請求項１～３のいずれかに記載の合
成樹脂ステント。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生分解性ステント等の合成樹脂ステントに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、血管や消化管等の生体管路の狭窄性疾患（腫瘍や炎症等）において、狭窄部にス
テントを留置して、狭窄部を拡張する治療が行われている。ステントとしては、例えば金
属製や合成樹脂製のステントが知られている（例えば、特許文献１～３参照）。これらの
中でも、金属製のステントは体内から抜去する際に外科手術を必要とするので、患者に多
大な負担がかかる。そのため、金属製のステントは、半永久的な留置や外科手術が計画さ
れている悪性腫瘍等の症例に対して使用する場合に用途が限定される。こうした背景から
、金属製ステントが使用できない症例に対して使用するステントとして、合成樹脂ステン
トとしての生分解性ステントが提案されている。
【０００３】
　生分解性ステントは、生分解性の繊維を編むことで円筒状に形成され、血管や消化管内
で時間の経過と共に分解されるので、ステントの体内からの抜去が不要である。生分解性
ステントは、特に良性の狭窄性疾患に対して用いることで、患者への負担を軽減すること
が期待されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平０９－１７３４６９号公報
【特許文献２】特開２００７－５０００６５号公報
【特許文献３】特開２００７－５３６９９６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、ステントは、一般的に、縮径された状態で狭窄部に接近させてから、狭窄部
において拡径させることによって狭窄部に留置する。
　しかし、生分解性ステントは、一度縮径させるとステントの末端の繊維に折り癖がつい
てしまうこと等によって、拡径された状態への復元力が弱くなってしまう場合があった。
【０００６】
　従って、本発明は、縮径した状態から拡径した状態への復元力が低くなり難い合成樹脂
ステントを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、合成樹脂製の繊維によって円筒状に編組みされ、縮径した状態から拡径した
状態に変形可能なステント本体と、前記ステント本体の端部において、複数本の前記繊維
が前記ステント本体の軸方向外側に向かって延出する延出部と、前記延出部の基端側にお
いて、複数本の前記繊維が屈曲して形成された屈曲部と、前記延出部の先端側において、
２本の前記繊維の端部が繋がれて形成されたループ部と、を備え、前記ループ部において
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繋がれた２本の前記繊維は、前記ステント本体の端部から前記延出部にかけてのいずれか
の箇所において交差する合成樹脂ステントに関する。
【０００８】
　また、前記延出部の長さＬ及び拡径した状態における前記ステント本体の直径Ｒは、０
．２Ｒ≦Ｌ≦２Ｒの関係を満たすことが好ましい。
【０００９】
　また、拡径した状態において、前記ループ部における合成樹脂ステントの径は、前記ス
テント本体における合成樹脂ステントの径よりも大きいことが好ましい。
【００１０】
　また、合成樹脂ステントは、前記延出部を補強する延出部補強部材を更に備えることが
好ましい。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、縮径した状態から拡径した状態への復元力が低くなり難い合成樹脂ス
テントを提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の第１実施形態に係る生分解性ステントを示す斜視図である。
【図２Ａ】上記実施形態に係る生分解性ステントの、拡径した状態における端部の展開図
である。
【図２Ｂ】上記実施形態に係る生分解性ステントの、縮径させた後に拡径させた状態にお
ける端部の展開図である。
【図３Ａ】従来の生分解性ステントの、拡径した状態における端部の展開図である。
【図３Ｂ】従来の生分解性ステントの、縮径させた後に拡径させた状態における端部の展
開図である。
【図４Ａ】本発明の第２実施形態に係る生分解性ステントの延出部の一例を示す図である
。
【図４Ｂ】本発明の第２実施形態に係る生分解性ステントの延出部の他の例を示す図であ
る。
【図５】本発明の第３実施形態に係る生分解性ステントの延出部を示す図である。
【図６】本発明の第４実施形態に係る生分解性ステントの延出部を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の合成樹脂ステントの好ましい各実施形態について図面を参照しながら説
明する。
　図１は、本実施形態に係る合成樹脂ステントとしての生分解性ステント１を示す斜視図
である。また、図２Ａは、生分解性ステント１の、拡径した状態における端部の展開図で
ある。
　本実施形態の合成樹脂ステントは、生分解性繊維により構成される生分解性ステント１
であり、図１に示すように、ステント本体２と、延出部３と、屈曲部４と、ループ部５と
、を備える。
【００１４】
　ステント本体２は、生分解性繊維２０によって円筒状に編組みされ、縮径した状態と拡
径した状態との間で変形可能である。より詳しくは、本実施形態に係るステント本体２は
、生分解性繊維２０が網目状に編み込まれて形成され、外周に生分解性繊維２０によって
形成され且つ規則正しく配列される菱形の空孔を多数有する。ステント本体２を形成する
生分解性繊維の本数は、本実施形態においては１６本であるが特に限定されない。生分解
性繊維の本数は、好ましくは１６～２４本である。ステント本体２の大きさは特に限定さ
れないが、例えば、拡径した状態において、直径が５～４０ｍｍであり、長さが３０～１
５０ｍｍである。
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【００１５】
　生分解性繊維２０としては、生分解性の繊維であれば特に限定されない。生分解性繊維
２０としては、Ｌ－乳酸、Ｄ－乳酸、ＤＬ－乳酸、ε－カプロラクトン、γ－ブチロラク
トン、δ―バレロラクトン、グリコール酸、トリメチレンカーボネート、パラジオキサノ
ン等のモノマーから合成されるホモポリマー、コポリマー、及びそれらのブレンドポリマ
ーが挙げられる。特に、ポリ－Ｌ－乳酸（ＰＬＬＡ）又は乳酸－カプロラクトン共重合体
（Ｐ（ＬＡ／ＣＬ））、もしくはこれらのブレンドポリマーからなる繊維を用いることが
好ましい。
【００１６】
　生分解性繊維２０は、モノフィラメント糸であってもよいし、マルチフィラメント糸で
あってもよい。また、生分解性繊維２０は、撚りをかけていてもよいし、かけていなくて
もよい。生体内の狭窄部においてステント本体２の径方向外側から加わる圧力に対する反
発力を強くする観点から、生分解性繊維２０は、モノフィラメント糸であることが好まし
い。
【００１７】
　生分解性繊維２０の直径は、０．０５～０．７ｍｍであることが好ましい。生分解性繊
維２０の直径が０．０５ｍｍ未満であると、生分解性ステント１の強度が低下する傾向に
ある。生分解性繊維２０の直径が０．７ｍｍを超えると、縮径した状態における径が大き
くなることで、デリバリーシステム等の細管状の部材に生分解性ステント１を収納し難く
なる傾向にある。生分解性繊維２０の直径の上限は、内径が細いデリバリーシステムに収
納する観点から、０．３ｍｍであることが更に好ましい。生分解性繊維２０の直径の下限
は、高い強度を維持する観点から、０．２ｍｍであることがより好ましい。
【００１８】
　延出部３は、ステント本体２の端部において、複数本の生分解性繊維２０がステント本
体２の軸方向外側に向かって延出して形成される。延出部３は、生分解性繊維２０の両端
側が、ステント本体２の軸方向外側に軸から離隔しつつ延びることで形成される。形成さ
れるループ部５の数は、特に限定されないが、ステント本体２及び延出部３を形成する生
分解性繊維２０の数に応じて決まる。具体的には、本実施形態に係る生分解性ステント１
においては、ステント本体２を形成する生分解性繊維２０の数が１６本であるので、両端
にそれぞれ８箇所のループ部５が形成される。ここでの「複数本の生分解性繊維２０」と
は、延出部３のみに着目してステント本体２の軸方向に延びる生分解性繊維が複数本存在
するという意味である。なお、生分解性ステント１を形成する生分解性繊維の本数は１本
であっても複数本であってもよい。つまり、延出部３を構成する「複数本の生分解性繊維
２０」は、１本の生分解性繊維に由来するものであってもよいし、複数本の生分解性繊維
に由来するものであってもよい。
【００１９】
　延出部３の長さＬ及び拡径した状態におけるステント本体２の直径Ｒは、０．２Ｒ≦Ｌ
≦２Ｒの関係を満たす。延出部３の長さＬとは、後述する屈曲部４における屈曲点から、
ループ部５の先端までの長さとして定義される。また、長さＬ及び直径Ｒは、０．５Ｒ≦
Ｌ≦１．５Ｒの関係を満たすことが好ましく、０．８Ｒ≦Ｌ≦１．５Ｒの関係を満たすこ
とがより好ましい。
【００２０】
　屈曲部４は、図１及び図２Ａに示すように、延出部３の基端側において、生分解性繊維
２０が屈曲して形成される。屈曲部４は、ステント本体２を形成する複数本（１６本）の
生分解性繊維２０が屈曲することで複数箇所形成される。複数の屈曲部４をそれぞれ形成
する「複数本の生分解性繊維２０」も、延出部３における「複数本の生分解性繊維２０」
と同様に、屈曲部４のみに着目して屈曲した生分解性繊維が複数本存在するという意味で
ある。複数の屈曲部４をそれぞれ形成する「複数本の生分解性繊維２０」も、１本の生分
解性繊維に由来するものであってもよいし、複数本の生分解性繊維に由来するものであっ
てもよい。
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【００２１】
　ループ部５は、図１及び図２Ａに示すように、延出部の先端側において、２本の生分解
性繊維２０の端部が繋がれて形成される。より具体的には、本実施形態に係る生分解性ス
テント１においては、両端にそれぞれ８箇所のループ部５が形成される。ループ部５は、
生分解性ステント１の両端における、生分解性繊維２０が湾曲された部分によって構成さ
れる。ここでの「２本の生分解性繊維２０」とは、延出部３のみに着目した場合における
２本の生分解性繊維という意味であって、これら「２本の生分解性繊維２０」は１本の生
分解性繊維に由来するものであってもよい。
【００２２】
　生分解性ステント１を拡径した状態において、ループ部５における生分解性ステント１
の径は、ステント本体２における生分解性ステント１の径よりも大きい。つまり、拡径し
た状態における生分解性ステント１の両端側は、フレア形状である。
　また、ループ部５において繋がれた２本の生分解性繊維２０は、図１及び図２Ａに示す
ように、延出部３において交差する。
【００２３】
　続いて、図２Ｂ、図３Ａ及び図３Ｂも参照しながら、生分解性ステント１の動作につい
て説明する。図２Ｂは、生分解性ステント１の、縮径させた後に拡径させた状態における
端部の展開図である。図３Ａは、従来の生分解性ステント１Ｐの、拡径した状態における
端部の展開図である。図３Ｂは、従来の生分解性ステント１Ｐの、縮径させた後に拡径さ
せた状態における端部の展開図である。
【００２４】
　従来の生分解性ステント１Ｐについては、生分解性ステント１と同様の構成には生分解
性ステント１と同様の符号を付すことで説明を省略し、生分解性ステント１と異なる構成
について説明する。生分解性ステント１Ｐは、延出部３Ｐの基端側に形成された屈曲部を
備えない。また、ループ部５Ｐにおいて繋がれた２本の生分解性繊維２０Ｐは、延出部３
Ｐにおいて交差しない。
【００２５】
　生分解性ステント１は、縮径した状態において、拡径した状態よりも細長い円筒形状に
形成される。生分解性ステント１は、縮径した状態でデリバリーシステムに収納される。
　そして、生分解性ステント１（ステント本体２）は、縮径した状態で生体内の狭窄部に
配置され、復元力によって拡径する。
【００２６】
　ところで、生分解性ステント１は、ある程度の長さを有する延出部３を備えることから
、ループ部５の先端を強く折り曲げなくても縮径できるので、デリバリーシステムに収納
させた場合でもループ部５の先端に折り癖がつき難い。
　また、生分解性ステント１は、ループ部５において繋がれた２本の生分解性繊維２０が
延出部３において交差することから、ループ部５の先端に折り癖がより付き難い。
【００２７】
　更に、生分解性ステント１のループ部５の先端に仮に折り癖がついたとしても屈曲部４
における生分解性繊維２０の屈曲の程度にはほとんど変化は無く、この屈曲部４によって
、ステント本体２に対して周の長さを長くする方向に力が加わる。そして、ループ部５に
おいて繋がれた２本の生分解性繊維２０が交差することにより、ループ部５の先端に仮に
折り癖がついたとしても、ステント本体２の端部（屈曲部４）において周の長さはほとん
ど変化しない。従って、生分解性ステント１は、図２Ａ及図２Ｂに示すように、折り癖が
つく前におけるステント本体２の周の長さＣ１と折り癖がついた後におけるステント本体
２の周の長さＣ２との間に、ほとんど差はない。
【００２８】
　一方、図３Ａ及び図３Ｂに示すように、従来の生分解性ステント１Ｐも、縮径されてデ
リバリーシステムに収納されることによって強く折り曲げられて、ループ部５Ｐの先端に
折り癖がつく。
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　生分解性ステント１Ｐでは、ステント本体２の周の長さは、ループ部５Ｐの先端に折り
癖がついた後には、ステント本体２の周の長さは長さＣ４となる。長さＣ４は、ループ部
５Ｐの先端に折り癖がつく前におけるステント本体２の周の長さＣ３よりも大幅に短い。
従って、従来の生分解性ステント１Ｐにおいては、ループ部５Ｐの先端に折り癖がつくこ
とで、縮径した状態から拡径した状態への復元力が大幅に低下する。
【００２９】
　続いて、生分解性ステント１の製造方法について説明する。
　本実施形態に係る生分解性ステント１の製造方法は、編組み工程と、屈曲工程と、を備
える。
【００３０】
　編組み工程では、生分解性繊維２０を、ステント本体２と、延出部３と、ループ部５と
、を有する形状に編み組みすることで円筒状の編組み部材を得る。
　屈曲工程では、編組み工程において得られた編組み部材の延出部３の基端側を屈曲させ
て屈曲部４を形成し、更に、ループ部５において繋がれた２本の生分解性繊維２０を交差
させる。このようにして、生分解性ステント１が得られる。
【００３１】
　上記実施形態に係る生分解性ステント１によれば、以下の効果が奏される。
　（１）上記実施形態では、生分解性ステント１が、生分解性繊維２０によって円筒状に
編組みされたステント本体２と、ステント本体２の端部において、複数本の生分解性繊維
２０がステント本体２の軸方向外側に向かって延出する延出部３と、延出部３の基端側に
おいて、複数本の生分解性繊維２０が屈曲して形成された屈曲部４と、延出部３の先端側
において、２本の生分解性繊維２０の端部が繋がれて形成されたループ部５と、を備える
ものとした。更に、ループ部５において繋がれた２本の生分解性繊維２０を、延出部３に
おいて交差させた。
　これにより、生分解性ステント１は、ある程度の長さを有する延出部３を備えることか
ら、ループ部５の先端を強く折り曲げなくても縮径できるので、デリバリーシステムに収
納した場合でもループ部５の先端に折り癖がつき難い。また、生分解性ステント１は、ル
ープ部５において繋がれた２本の生分解性繊維２０が延出部３において交差することから
、ループ部５の先端に折り癖がより付き難い。更に、ループ部５の先端に仮に折り癖がつ
いたとしても屈曲部４における生分解性繊維２０の屈曲の程度にはほとんど変化はなく、
この屈曲部４によって、ステント本体２に対して周の長さを長くする方向に力が加わる。
そして、ループ部５において繋がれた２本の生分解性繊維２０が交差することにより、ル
ープ部５の先端に仮に折り癖がついたとしても、ステント本体２の端部（屈曲部４）にお
いて周の長さはほとんど変化しない。従って、生分解性ステント１は、折り癖がつく前に
おけるステント本体２の周の長さＣ１と折り癖がついた後におけるステント本体２の周の
長さＣ２との間に、ほとんど差はない。以上より、本実施形態によれば、縮径させること
によってループ部５の先端に折り癖がつき難く、縮径させることによってループ部５の先
端に仮に折り癖がついたとしても、縮径した状態から拡径した状態への復元力が低くなり
難い生分解性ステントを提供できる。
【００３２】
　（２）上記実施形態では、延出部３の長さＬ及び拡径した状態におけるステント本体２
の直径Ｒが、０．２Ｒ≦Ｌ≦２Ｒの関係を満たすものとした。
　Ｌが０．２Ｒ未満の場合、ループ部５の先端に折り癖が更につきやすくなる。一方、Ｌ
が２Ｒよりも長い場合、延出部３において生分解性繊維２０同士が絡んでしまいやすくな
る。従って、本実施形態によれば、縮径した状態から拡径した状態への復元力がより高く
、生分解性繊維２０同士が絡み難い生分解性ステントを提供できる。
【００３３】
　（３）上記実施形態では、生分解性ステント１が拡径した状態において、ループ部５に
おける径を、ステント本体２における径よりも大きくした。
　これにより、体内の狭窄部に生分解性ステント１が配置された際に、ループ部５が狭窄
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部に引っ掛かるので、生分解性ステント１が狭窄部からずれてしまうのを防ぐことができ
る。
【００３４】
　次に、本発明の生分解性ステントの第２実施形態につき、図４Ａ及び図４Ｂを参照しな
がら説明する。
　第２実施形態の生分解性ステントは、延出部補強部材としての延出部補強チューブ６を
備える点で、第１実施形態と異なる。なお、第２実施形態以降の説明にあたって、同一構
成要件については同一符号を付し、その説明を省略もしくは簡略化する。
【００３５】
　第２実施形態では、図４Ａに示すように、延出部補強チューブ６は、柔軟性を有する樹
脂部材により中空部分を有するチューブ状に形成される。そして、延出部補強チューブ６
は、中空部分に延出部３を構成する生分解性繊維２０のうちの１本の生分解性繊維２０を
挿通させることで延出部３を補強し、延出部３が長手方向に屈曲すること、及び延出部３
が幅方向に広がってしまうことを防ぐ。
【００３６】
　なお、延出部補強チューブ６は、図４Ｂに示すように、延出部３全体を中空部分に収容
できる程度の大きさに構成し、延出部３全体を中空部分に挿通させて配置してもよい。
【００３７】
　以上説明した第２実施形態の生分解性ステントによれば、上述の（１）～（３）の効果
を奏する他、以下のような効果を奏する。
【００３８】
　（４）生分解性ステントを、延出部補強チューブ６を含んで構成した。これにより、延
出部３が長手方向に屈曲することを防げるので、生分解性ステントをより好適に狭窄部に
留置できる。
【００３９】
　（５）延出部３が幅方向に広がってしまうことを防げるので、編み組みされた生分解性
ステントが延出部においてほどけてしまうことを防げる。
【００４０】
　次に、本発明の生分解性ステントの第３実施形態につき、図５を参照しながら説明する
。第３実施形態の生分解性ステントは、延出部補強部材が膜状部材により構成される点で
、第２実施形態と異なる。
【００４１】
　第３実施形態では、延出部補強部材としての膜状部材７は、図５に示すように、延出部
３を構成する二本の生分解性繊維２０をつなぐように延出部３に巻きつけられる。これに
より、延出部３の長細い長円状の形状が好適に保持される。
【００４２】
　第３実施形態の生分解性ステントによれば、上述の（１）～（５）の効果を奏する。
【００４３】
　次に、本発明の生分解性ステントの第４実施形態につき、図６を参照しながら説明する
。第４実施形態の生分解性ステントは、延出部補強部材が紐状部材により構成される点で
、第２実施形態と異なる。
【００４４】
　第４実施形態では、延出部補強部材としての紐状部材８は、図６に示すように、延出部
３の基端部における二本の生分解性繊維２０の交差部分に配置され、二本の生分解性繊維
２０を結んでいる。これにより、延出部３が幅方向に広がってしまうことを防いでいる。
【００４５】
　第４実施形態の生分解性ステントによれば、上述の（１）～（３）、（５）の効果を奏
する。
【００４６】
　以上、本発明の合成樹脂ステントの好ましい各実施形態につき説明したが、本発明は上
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記実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成できる範囲での変形、改良等
は本発明に含まれる。
　上記実施形態においては、ループ部５において繋がれた２本の生分解性繊維２０が、延
出部３において交差するものとしたが、本発明はこれに限定されない。本発明では、ルー
プ部において繋がれた２本の生分解性繊維は、ステント本体の端部から延出部にかけての
いずれかの箇所において交差すればよい。
【００４７】
　また、上記実施形態においては、延出部３において延出する生分解性繊維２０の長さを
均一にしたが、本発明はこれに限定されない。本発明では、延出部３において延出する生
分解性繊維２０の長さをランダムにする、つまり、ステント本体２の軸方向におけるルー
プ部５の位置をランダムにすることで、延出部３において生分解性繊維２０同士が絡んで
しまうのを防ぐことができる。また、一部のループ部５をフック状に形成し、ステント本
体２が拡径している状態で、ステント本体２の網目にループ部５が引っ掛るようにしても
よい。ステント本体２が拡径している状態で、ステント本体２の網目にフック状に形成さ
れたループ部５が引っ掛ることで、ステント本体２の径を拡径した状態に固定できる。
【００４８】
　また、本発明に係る生分解性ステントは、自己拡張型ステントであってもよいし、バル
ーン拡張型のステントであってもよい。また、生分解性ステントは、カバードステントで
あってもよい。
【００４９】
　また、本発明に係る生分解性ステントを体内の狭窄部に留置する方法についても限定さ
れない。例えば、本発明に係る生分解性ステントは、自己拡張性を有する場合であったと
しても、狭窄部に接近した後に拡径するのを、バルーンによって補助してもよい。
【００５０】
　また、上記実施形態においては、拡径した状態における生分解性ステントの両端側がフ
レア形状であるものとしたが、本発明はこれに限定されない。例えば、拡径した状態にお
ける合成樹脂ステントは、長手方向の両端側が中央部よりも径の大きい円筒状に形成され
ていてもよい。また、拡径した状態における合成樹脂ステントは、長手方向に亘って径が
同じであってもよい。
【００５１】
　また、上述した各実施形態では、ステント本体２の長手方向の両端部に延出部３を配置
して生分解性ステント１を構成したが、これに限らない。即ち、ステント本体の長手方向
の一端部にのみ延出部を配置して合成樹脂ステントを構成してもよい。
【００５２】
　また、第２実施形態では、１本の延出部補強チューブ６を延出部３に配置したが、これ
に限らない。即ち、２本の生分解性繊維それぞれを延出部補強チューブに挿通し、２つの
延出部補強チューブを延出部に配置してもよい。
【００５３】
　また、第４実施形態では、紐状部材８を延出部３の基端部に配置したが、これに限らな
い。即ち、紐状部材を、例えば、延出部の長手方向の中央部に配置し、延出部が所定の幅
以上に広がらないように２本の生分解性繊維を結びつけてもよい。
【００５４】
　また、本発明における２本の繊維の端部接続部は、延出部３を形成することができる位
置であれば特に限定されない。２本の繊維の端部の接続方法も特に限定されず、例えば接
着剤による接続、接続部材を介した接続等が挙げられる。
【符号の説明】
【００５５】
　１…生分解性ステント（合成樹脂ステント）
　２…ステント本体
　２０…生分解性繊維
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　３…延出部
　４…屈曲部
　５…ループ部
　６…延出部補強チューブ（延出部補強部材）
　７…膜状部材（延出部補強部材）
　８…紐状部材（延出部補強部材）

【図１】 【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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【図３Ｂ】

【図４Ａ】

【図４Ｂ】

【図５】

【図６】
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